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道路交通法第108条の34の規定による「使用者に対する通知」の運用に

ついて（依命通達）

（概 要）

本依命通達は、見出し道路交通法の規定に基づき、運転者の道路交通法違反

が、車両の使用者の業務に関してなされたものであると認められたものについ

て車両の使用者に通知すること等を定め、その手続きについて指示したもので

ある。


